
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
四
） 

答

弁

第

一

四

号 
   

衆
議
院
議
員
武
部
文
君
提
出
鳥
取
県
米
子
市
宗
像
字
下
サ
イ
手
地
先
一
級
河
川
日
野
川
水
系
法
勝
寺
川
廃
川
敷

の
処
理
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
二
第
一
四
号 

昭
和
五
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
保 

利 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
武
部
文
君
提
出
鳥
取
県
米
子
市
宗
像
字
下
サ
イ
手
地
先
一
級
河
川
日
野
川
水
系
法
勝 

寺
川
廃
川
敷
の
処
理
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
付
け
の
廃
川
敷
地
の
公
示
に
係
る
法
勝
寺
川
旧
河
川
敷
地
（
以
下
「
旧
河
川 

敷
地
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
本
問
題
に
関
す
る
内
閣
衆
質
八
二
第
七
号
（
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
四
日
）
の
答

弁
書
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
の
処
理
を
行
つ
た
が
、
右
処
理
は
、
土
地
の
実
体
的
権
利
関
係
に
適
合
し
て
行 

 

わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
登
記
関
係
の
是
正
後
に
行
わ
れ
な
か
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
国
有
財
産
法
上
何
ら
違 

 

法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。 

ま
た
、
旧
河
川
敷
地
に
関
し
有
限
会
社
尼
子
不
動
産
役
員
が
不
動
産
侵
奪
の
容
疑
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
と
い 

 

う
事
情
の
下
で
、
鳥
取
県
が
旧
河
川
敷
地
を
林
原
商
事
株
式
会
社
に
払
い
下
げ
た
の
は
、
既
に
旧
河
川
敷
地
が 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

御
質
問
に
係
る
道
路
に
つ
い
て
は
、
市
道
と
し
て
の
路
線
の
認
定
に
関
し
昭
和
五
十
一
年
三
月
二
十
七
日
に 

 

米
子
市
議
会
の
議
決
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
道
路
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
路
線
の
認
定
及
び
同
法
第 

 

九
条
の
規
定
に
よ
る
路
線
の
認
定
の
公
示
は
、
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
旨
米
子
市
当
局
か
ら
聞
い
て
い
る
。 

後
に
当
該
会
社
に
合
併
さ
れ
た
林
原
開
発
株
式
会
社
に
よ
つ
て
一
般
に
分
譲
さ
れ
て
い
る
事
実
に
か
ん
が
み
、 

 

分
譲
を
受
け
た
者
の
立
場
を
考
慮
し
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
当
該
道
路
の
道
路
法
上
の
道
路
管
理
者
は
存
在
せ
ず
、
当
該
道
路
の
存
す
る 

 

土
地
に
つ
い
て
は
、
河
川
区
域
と
し
て
必
要
な
管
理
を
河
川
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣
に
お
い
て
行
つ
て
い
る 

旧
河
川
敷
地
の
払
下
げ
価
格
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
が
、
鳥
取
県
財
産
評
価
審
議
会
設
置
条
例
の
規
定
に
基 

 
 

づ
き
、
鳥
取
県
財
産
評
価
審
議
会
の
審
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




